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第２章＜まちづくりの基本原則＞ 
  第２条（情報共有の原則） 
  第３条（情報への権利） 
  第４条（説明責任） 
  第５条（参加原則） 

第 1４章＜まちづくり基本条例の位置付け等＞ 
  第５５条（この条例の位置付け） 
  第５６条（条例等の体系化） 

第４章＜まちづくりへの参加の推進＞ 
  第１０条（まちづくりに参加する権利） 
  第１１条（満２０歳未満の町民のまちづくりに参加する権利）
  第１２条（まちづくりにおける町民の責務） 
  第１３条（まちづくりに参加する権利の拡充） 

第８章＜まちづくりの協働過程＞ 
  第３６条（計画過程等への参加） 
  第３７条（計画の策定等における原則） 
  第３８条（計画策定の手続） 

第３９条（計画進行状況の公表） 

第１２章＜連携＞ 
  第５０条（町外の人々との連携） 
  第５１条（近隣自治体との連携） 
  第５２条（広域連携） 
  第５３条（国際交流及び連携） 

第１５章＜この条例の検討及び見直し＞ 
  第５７条（この条例の検討及び見直し） 
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第３章＜情報共有の推進＞ 
  第６条（意思決定の明確化） 
  第７条（情報共有のための制度） 
  第８条（情報の収集及び管理） 
  第９条（個人情報の保護） 

第５章＜コミュニティ＞ 
  第１４条（コミュニティ） 
  第１５条（コミュニティにおける町民の役割） 
  第１６条（町とコミュニティのかかわり） 

第７章＜町の役割と責務＞ 
  第２５条（町長の責務） 
  第２６条（就任時の宣誓） 
  第２７条（執行機関の責務） 
  第２８条（政策法務の推進） 

第２９条（危機管理体制の確立） 
第３０条（組織） 

  第３１条（審議会等への参加） 
  第３２条（意見・要望・苦情等への応答義務等） 
  第３３条（意見・要望・苦情等への対応のための機関）
  第３４条（行政手続の法制化） 

第３５条（法令の遵守） 
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第１１章＜町民投票制度＞ 
  第４８条（町民投票の実施） 
  第４９条（町民投票の条例化） 

第１３章＜条例制定等の手続＞ 
  第５４条（条例制定等の手続） 

「情報共有の原則」の細則 「住民参加原則」の細則

第９章＜財政＞ 
  第４０条（総則） 
  第４１条（予算編成） 
  第４２条（予算執行） 
  第４３条（決算） 
  第４４条（財産管理） 
  第４５条（財政状況の公表） 
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第１０章＜評価＞ 
  第４６条（評価の実施） 
  第４７条（評価方法の検討） 

二大原則として相互に補完

＜前文＞ 

    第 1 章＜目的＞ 
    第１条（目的） 
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第６章＜議会の役割と責務＞ 
  第１７条（議会の役割） 
  第１８条（議会の責務） 
  第１９条（議会の組織等） 
  第２０条（議会の会議） 
  第２１条（会議の公開） 
  第２２条（議会の会期外活動） 
  第２３条（政策会議の設置） 
  第２４条（議員の役割及び責務） 
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  原則を実現する個別条項へ
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すべての条例の共通基盤として 

（最高法規性） 


